
内
閣
衆
質
一
六
一
第
三
七
号

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
立
法
行
為
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

三

七

号



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
立
法
行
為
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
条
文
を
追
加
す
る
行
為
」
及
び
「
当
該
条
文
の
施
行
日
を
定
め
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
国
会
が
こ
れ
を
法
律

改
正
の
形
式
で
行
う
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
一
条
の
「
立
法
」
に
当
た
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
。

他
方
、
憲
法
上
、
内
閣
は
、
法
律
の
公
布
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
（
第
三
条
及
び
第
七
条
第
一
号
）
、
ま
た
、
法
律
を
誠

実
に
執
行
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
（
第
七
十
三
条
第
一
号
）
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
と
法
文
の
表
記

そ

ご

と
の
間
に
形
式
的
な
齟
齬
が
あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
法
文
の
表
記
を
速
や
か
に
実

質
的
な
法
規
範
の
内
容
に
即
し
た
も
の
に
訂
正
し
、
そ
れ
を
国
民
に
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
内
閣
の
責
務
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
、
従
来
か
ら
、
こ
れ
を
内
閣
に
お
い
て
「
正
誤
」
の
官
報
掲
載
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
慣
例
上
認
め
ら
れ
て
き

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
条
文
を
追
加
す
る
行
為
」
等
に
つ
い
て
も
、
右
の
場
合
に
、
内
閣
に
お
い
て
法
文
の

表
記
を
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
に
即
し
た
も
の
に
「
正
誤
」
の
官
報
掲
載
の
形
式
に
よ
り
訂
正
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
実

質
的
な
法
規
範
の
内
容
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
第
四
十
一
条
の
「
立
法
」
に
当
た
る
行
為
で
は
な
い
と
考
え
る
。

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
一
第
二
二
号
）
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
答
弁
し
た

一



も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
不
当
に
国
会
の
立
法
権
を
狭
く
解
釈
」
し
た
り
、
「
行
政
府
が
独
自
に
拡
張
解
釈
し
、

自
ら
の
権
限
を
実
質
的
に
拡
大
」
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
法
文
が
文
語
体
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
と
法
文
の
表
記
と
の
間
に

形
式
的
な
齟
齬
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
法
文
の
口
語
化
」
を
「
正
誤
」
の
官
報
掲

載
に
よ
り
行
い
得
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
法
案
に
記
載
が
無
か
っ
た
事
項
」
等
の
追
加
を
内
容
と
す
る
「
正
誤
」
の
官
報
掲
載
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

改
正
に
伴
う
条
項
の
移
動
を
法
文
の
表
記
に
正
し
く
反
映
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
と

法
文
の
表
記
と
の
間
に
形
式
的
な
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
、
法
文
の
表
記
を
実
質
的

な
法
規
範
の
内
容
に
即
し
た
も
の
に
訂
正
す
る
た
め
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
行
い
得
る
と
考
え
る
。

二


